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［
訳
者
ま
え
が
き
］

　

以
下
に
掲
載
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
「
国
際
刑
法
典
」

（V
ölkerstrafgesetzbuch: V

StGB

（
（
（

（
の
翻
訳
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

は
二
〇
〇
二
年
の
国
際
刑
事
裁
判
所
（International Crim

inal 
Court: ICC

（
規
程
の
発
効
に
合
わ
せ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
を

国
内
法
化
す
る
た
め
に
同
法
典
を
制
定
し
た
。
そ
の
後（（
（

、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規

程
の
侵
略
犯
罪
関
連
規
定
が
二
〇
一
〇
年
六
月
に
採
択
さ
れ
た
こ
と

を
契
機
に
（
二
〇
一
七
年
以
降
発
効
予
定
（、
ド
イ
ツ
で
も
侵
略
犯

罪
を
国
内
法
化
す
る
た
め
の
国
際
刑
法
典
改
正
作
業
が
行
わ
れ
、
二

〇
一
六
年
一
二
月
二
二
日
に
同
改
正
法
（
3
（

が
公
布
さ
れ
た
（
翌
二
〇
一

七
年
一
月
一
日
施
行
（。
本
翻
訳
で
は
、
同
改
正
後
の
国
際
刑
法
典

の
全
条
文
、
な
ら
び
に
、
刑
法
典
（
（
（

お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
（
（
（

に
お
け
る
関

連
規
定
を
訳
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
対
象
犯
罪
を

ど
の
よ
う
に
国
内
法
化
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
資

料
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

　

国
際
刑
法
典
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
英
語
正
文
（
（
（

、

ド
イ
ツ
官
報
（Bundesgesetzblatt

（
掲
載
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
ド
イ

ツ
語
公
定
訳
（
7
（

、
日
本
外
務
省
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
日
本
語
公
定
訳
（
（
（

な

ど
も
参
考
と
し
た
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
刑
法
典
の
文
言
と

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
お
よ
び
関
連
国
際
条
約
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
な
ど
（

の
ド
イ
ツ
語
公
定
訳
の
文
言
と
が
一
致
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
な
ど
の
日
本
語
公
定
訳
の
文
言
に
依
拠
し
た
。
ま

た
、
国
際
刑
法
典
中
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い

る
文
言
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン　
　

久　

保　

田　

隆
／
訳

資 料

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
全
訳

　
（
関
連
規
定
含
む
―
―
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
現
在
（
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『
法
務
資
料
第
四
六
一
号　

ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
二
〇
〇
七
年
（を
参
照

し
た
。
さ
ら
に
、
文
言
が
一
義
的
で
な
く
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
特
に

解
釈
を
要
す
る
条
文
に
関
し
て
は
、国
際
刑
法
典
に
関
す
る（
現
時
点

で
（唯
一
の
注
釈
書
で
あ
るW

olfgang Joecks/K
laus M

iebach 
(H

rsg.), M
ünchener K

om
m

entar zum
 Strafgesetzbuch, 

Band （: N
ebenstrafrecht III/V

StGB, （. A
ufl., M

ünchen 
（0（3

の
該
当
箇
所
な
ど
を
参
照
し
た
。
な
お
、
訳
文
中
、傍
線
の
部

分
は
、二
〇
一
六
年
一
二
月
の
法
改
正
の
内
容
を
反
映
さ
せ
た
箇
所

で
あ
り
、
亀
甲
括
弧
に
よ
る
補
足
は
訳
者
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

刑
法
典
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
の
関
連
規
定
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
前
記
『
法
務
資
料
第
四
六
一
号　

ド
イ
ツ
刑
法
典
』
お

よ
び
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
『
法
務
資
料
第
四
六
〇
号　

ド

イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
典
』（
二
〇
〇
一
年
（
を
参
照
し
た
。
さ
ら
に
、

刑
事
訴
訟
法
の
関
連
規
定
（
第
一
五
三
条
ｆ
（
に
関
し
て
、
訳
出
に

あ
た
っ
て
特
に
解
釈
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
文
言
に
関
し
て
は
、

B
ertram

 Schm
itt, in: Lutz M

eyer-G
oß

ner/B
ertram

 
Schm

itt, Strafprozessordnung, （9. A
ufl., M

ünchen （0（（, 
§ 

（（3f

な
ど
を
参
照
し
た
。

　

な
お
、
国
際
刑
法
典
の
具
体
的
内
容
お
よ
び
近
時
の
適
用
事
例
な

ど
に
関
し
て
は
、
本
号
一
頁
以
下
掲
載
の
拙
稿
を
併
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

国
際
刑
法
典

第
一
章　

一
般
規
定

第
一
条　

適
用
範
囲

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
国
際
法
に
対
す
る
犯
罪
行
為
の

す
べ
て
に
適
用
し
、
第
六
条
か
ら
第
一
二
条
ま
で
に
定
め
る
行
為
に

つ
い
て
は
、
行
為
が
国
外
で
行
わ
れ
、
か
つ
、
内
国
と
の
関
連
性
を

有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。
国
外
で
行

わ
れ
た
第
一
三
条
に
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
ド
イ
ツ

国
民
で
あ
り
、
又
は
行
為
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
向
け
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、犯
罪
地
の
法
に
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

第
二
条　

一
般
法
の
適
用

こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
に
は
、
こ
の
法
律
の
第
一
条
、
第
三
条
か

ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
一
三
条
第
四
項
に
特
別
の
規
定
が
な
い
限
り
、

一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
三
条　

指
揮
又
は
命
令
に
基
づ
く
行
為

軍
の
指
揮
又
は
こ
れ
と
同
等
の
実
質
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
命
令
を
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実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
第
八
条
か
ら
第
一
五
条
ま
で
に
定
め
る
行
為

を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
指
揮
又
は
命
令
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
指
揮
又
は
命
令
の
違
法
性
が
明
白
で
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
責
任
な
く
行
為
し
た
も
の
と
す
る
。

第
四
条　

軍
の
指
揮
官
及
び
そ
の
他
の
上
官
の
責
任

（
一
（　

自
己
の
部
下
が
こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
防

止
し
な
か
っ
た
軍
の
指
揮
官
又
は
文
民
の
上
官
は
、
部
下
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
行
為
の
正
犯
と
同
様
に
処
罰
す
る
。
こ
の
場
合
、
刑
法
典

第
一
三
条
第
二
項
（
9
（

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
二
（　

軍
隊
に
お
い
て
実
質
的
な
指
揮
又
は
権
限
及
び
管
理
を
行
使

す
る
者
も
、
軍
の
指
揮
官
と
同
様
と
す
る
。
非
軍
事
的
組
織
又
は
企

業
に
お
い
て
、
実
質
的
な
権
限
及
び
管
理
を
行
使
す
る
者
も
、
文
民

の
上
官
と
同
様
と
す
る
。

第
五
条　

時
効
の
不
適
用

こ
の
法
律
に
定
め
る
重
罪
の
訴
追
及
び
重
罪
に
つ
い
て
言
い
渡
さ
れ

た
刑
の
執
行
に
は
、
時
効
を
適
用
し
な
い
。

第
二
章　

国
際
法
に
対
す
る
罪

第
一
節　

集
団
殺
害
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪

第
六
条　

集
団
殺
害
犯
罪

（
一
（　

国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
又
は
民
族
的
な
集
団
の
全
部
又

は
一
部
に
対
し
、
そ
の
集
団
自
体
を
破
壊
す
る
意
図
を
も
っ
て
、

一
．
当
該
集
団
の
構
成
員
を
殺
害
し
た
者
、

二
．
当
該
集
団
の
構
成
員
の
身
体
又
は
精
神
に
対
し
て
、
特
に
刑

法
典
第
二
二
六
条
（
（（
（

に
定
め
る
性
質
の
、
重
い
害
を
与
え
た
者
、

三
．
当
該
集
団
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
、
身
体
的
破
壊
を
も
た

ら
す
の
に
適
し
た
生
活
条
件
を
課
し
た
者
、

四
．
当
該
集
団
内
部
の
出
生
を
妨
げ
る
措
置
を
と
っ
た
者
、

五
．
当
該
集
団
の
児
童
を
他
の
集
団
に
強
制
的
に
移
し
た
者

は
、
終
身
自
由
刑
に
処
す
る
。

（
二
（　

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重

く
な
い
事
案
で
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

第
七
条　

人
道
に
対
す
る
犯
罪

（
一
（　

文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
広
範
又
は
組
織
的

な
も
の
の
一
部
と
し
て
、

一
．
人
を
殺
害
し
た
者
、

二
．
住
民
の
全
部
又
は
一
部
を
破
壊
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
当
該

住
民
又
は
そ
の
一
部
に
対
し
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
破
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壊
を
も
た
ら
す
の
に
適
し
た
生
活
条
件
を
課
し
た
者
、

三
．
人
身
取
引
を
、
特
に
女
性
若
し
く
は
児
童
を
対
象
と
し
て

行
っ
た
者
、
又
は
そ
の
他
の
態
様
で
人
を
奴
隷
化
し
、
か
つ
、

そ
の
者
に
対
す
る
所
有
権
を
不
当
に
主
張
し
た
者
、

四
．
合
法
的
に
あ
る
地
域
に
所
在
す
る
者
を
、
国
際
法
の
一
般
的

な
規
則
に
違
反
し
て
、
退
去
又
は
そ
の
他
の
強
制
措
置
を
通

じ
て
、
他
の
国
又
は
他
の
地
域
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
者
を
追
放
し
、
又
は
強
制
的
に
移
送
し
た
者
、

五
．
自
己
の
抑
留
下
に
あ
り
、
又
は
そ
の
他
の
態
様
で
自
己
の
支

配
下
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
専
ら
国
際
法
上
許
容
さ
れ
て
い

る
制
裁
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
著
し
い
害
若
し
く
は
苦

痛
を
身
体
若
し
く
は
精
神
に
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者

を
拷
問
し
た
者
、

六
．
他
人
に
対
し
て
性
行
為
を
強
要
し
、
若
し
く
は
強
姦
し
、
売

春
を
強
要
し
、
生
殖
能
力
を
剥
奪
し
、
又
は
住
民
の
民
族
的

な
組
成
に
影
響
を
与
え
る
意
図
を
も
っ
て
、
強
制
を
用
い
て

妊
娠
さ
せ
ら
れ
た
女
性
を
監
禁
し
た
者
、

七
．
人
を
長
期
間
法
律
の
保
護
の
下
か
ら
排
除
す
る
意
図
を
も
っ

て
、

a)　

国
若
し
く
は
政
治
的
組
織
の
委
託
若
し
く
は
承
認
を
受

け
て
、
そ
の
者
を
拉
致
し
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
重
大

な
態
様
で
身
体
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の
後
、
照
会
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
消
息
及
び
所
在

に
関
す
る
情
報
が
遅
滞
な
く
真
実
に
即
し
て
提
供
さ
れ

な
い
こ
と
、
又
は

b)　

国
若
し
く
は
政
治
的
組
織
の
委
託
を
受
け
て
、
若
し
く

は
法
的
義
務
に
反
し
て
、
本
号
ａ
に
定
め
る
要
件
に

従
っ
て
身
体
の
自
由
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
者
の
消
息
及

び
所
在
に
関
す
る
情
報
を
遅
滞
な
く
提
供
す
る
こ
と
を

拒
否
し
、
若
し
く
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
虚
偽
の
情
報
を

提
供
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
そ
の
者
を
強
制
的
に
失
踪
さ
せ
た
者
、

八
．
他
人
の
身
体
又
は
精
神
に
対
し
て
、
特
に
刑
法
典
第
二
二
六

条
に
定
め
る
性
質
の
、
重
い
害
を
与
え
た
者
、

九
．
国
際
法
の
一
般
的
な
規
則
に
違
反
し
て
、
重
大
な
態
様
で
人

の
身
体
の
自
由
を
剥
奪
し
た
者
、
又
は

一〇．
政
治
的
、
人
種
的
、
国
民
的
、
民
族
的
、
文
化
的
若
し
く
は

宗
教
的
な
理
由
、
性
に
係
る
理
由
、
又
は
そ
の
他
国
際
法
の

一
般
的
な
規
則
の
下
で
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
理
由
に
基
づ
い
て
、
識
別
可
能
な
集
団
若
し
く
は
共
同

体
か
ら
基
本
的
人
権
を
剥
奪
し
、
又
は
こ
れ
を
本
質
的
に
制

限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
又
は
共
同
体
を
迫
害
し
た
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者

は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
事
案
で
は
、
終
身
自
由
刑
に
処
し
、
第

三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
事
案
で
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
し
、

第
八
号
か
ら
第
一
〇
号
ま
で
の
事
案
で
は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に

処
す
る
。

（
二
（　

前
項
第
二
号
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、

五
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
う

ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
二
年
以
上
の
自
由
刑
を

科
し
、
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な

い
事
案
で
は
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

（
三
（　

行
為
者
が
、
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
一
〇
号
ま
で
の
行
為
に

よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま

で
の
事
案
で
は
、
終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
し
、

同
項
第
八
号
か
ら
第
一
〇
号
ま
で
の
事
案
で
は
、
五
年
以
上
の
自
由

刑
を
科
す
る
。

（
四
（　

前
項
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
第
一

項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
行
為
の
場
合
に
は
、
五
年
以
上
の
自

由
刑
を
科
し
、
同
項
第
八
号
か
ら
第
一
〇
号
ま
で
の
行
為
の
場
合
に

は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

（
五
（　

一
の
人
種
的
集
団
を
他
の
人
種
的
集
団
が
組
織
的
に
抑
圧
し
、

及
び
支
配
す
る
制
度
化
さ
れ
た
体
制
を
維
持
す
る
意
図
を
も
っ
て
、

第
一
項
の
重
罪
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
行
為
に
つ
き
同
項
又
は
第
三

項
に
よ
っ
て
よ
り
重
い
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
五
年
以
上

の
自
由
刑
に
処
す
る
。
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
そ
の

行
為
に
つ
き
第
二
項
又
は
第
四
項
に
よ
っ
て
よ
り
重
い
刑
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い
限
り
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

第
二
節　

戦
争
犯
罪

第
八
条　

人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪

（
一
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

一
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
を
殺
害
し
た

者
、

二
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
を
人
質
に

と
っ
た
者
、

三
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
に
対
し
て
、

特
に
拷
問
し
、
又
は
身
体
を
切
断
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
身

体
又
は
精
神
に
著
し
い
害
又
は
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
者
を
残
虐
に
、
又
は
非
人
道
的
に
扱
っ
た
者
、

四
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
に
対
し
て
、

性
行
為
を
強
要
し
、
若
し
く
は
強
姦
し
、
売
春
を
強
要
し
、

生
殖
能
力
を
剥
奪
し
、
又
は
住
民
の
民
族
的
な
組
成
に
影
響
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を
与
え
る
意
図
を
も
っ
て
、
強
制
を
用
い
て
妊
娠
さ
せ
ら
れ

た
女
性
を
監
禁
し
た
者
、

五
．
一
五
歳
未
満
の
児
童
を
軍
隊
に
強
制
的
に
徴
集
し
、
若
し
く

は
軍
隊
若
し
く
は
武
装
集
団
に
志
願
に
基
づ
い
て
編
入
し
、

又
は
敵
対
行
為
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
た
め
に
使
用
し
た

者
、

六
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
で
あ
っ
て
、

合
法
的
に
あ
る
地
域
に
所
在
す
る
者
を
、
国
際
法
の
一
般
的

な
規
則
に
違
反
し
て
、
退
去
又
は
そ
の
他
の
強
制
措
置
を
通

じ
て
、
他
の
国
又
は
他
の
地
域
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
者
を
追
放
し
、
又
は
強
制
的
に
移
送
し
た
者
、

七
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
に
対
し
て
、

国
際
法
上
必
要
と
さ
れ
る
裁
判
上
の
保
障
が
与
え
ら
れ
る
公

正
な
正
規
の
裁
判
に
お
い
て
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
な
く
、

著
し
く
重
い
刑
、
特
に
死
刑
若
し
く
は
自
由
刑
を
言
い
渡
し
、

又
は
執
行
し
た
者
、

八
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
を
、

a)　

事
前
に
自
発
的
か
つ
明
示
の
承
諾
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

若
し
く
は
医
学
的
に
必
要
不
可
欠
で
も
な
く
、
そ
の
者

の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
も
な
い
実
験
を
そ
の

者
に
対
し
て
行
う
こ
と
、

b)　

一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
医
療
上
の
基
準
に
適
合

し
、
治
療
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
血
液
若
し
く
は
皮

膚
の
採
取
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
者
が
事
前
に
自
発

的
か
つ
明
示
の
承
諾
を
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、
移

植
を
目
的
と
し
て
そ
の
者
か
ら
組
織
又
は
器
官
を
摘
出

す
る
こ
と
、
又
は

c)　

医
学
的
に
必
要
不
可
欠
で
な
く
、
か
つ
、
そ
の
者
が
事

前
に
自
発
的
か
つ
明
示
の
承
諾
を
し
て
い
な
い
場
合
に
、

そ
の
者
に
対
し
て
医
学
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い

治
療
方
法
を
用
い
る
こ
と

　
　

に
よ
っ
て
、
死
の
危
険
又
は
重
い
健
康
障
害
の
危
険
に
晒
し

た
者
、
又
は

九
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
に
対
し
て
、

重
大
な
態
様
で
、
侮
辱
的
な
又
は
体
面
を
汚
す
待
遇
を
し
た

者

は
、
第
一
号
の
事
案
で
は
、
終
身
自
由
刑
、
第
二
号
の
事
案
で
は
、

五
年
以
上
の
自
由
刑
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
事
案
で
は
、
三

年
以
上
の
自
由
刑
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
事
案
で
は
、
二
年

以
上
の
自
由
刑
、
第
九
号
の
事
案
で
は
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
に
処

す
る
。

（
二
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
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敵
対
す
る
軍
隊
の
構
成
員
又
は
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
戦
闘
者
を
、

そ
の
者
が
無
条
件
に
投
降
し
、
又
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
戦
闘
外

に
置
か
れ
た
後
に
負
傷
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す

る
。

（
三
（　

国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

一
．
第
六
項
第
一
号
に
い
う
保
護
さ
れ
る
人
を
違
法
に
監
禁
し
、

又
は
そ
の
帰
還
を
不
当
に
遅
延
さ
せ
た
者
、

二
．
占
領
国
の
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
占
領
地
域
に
自
国
の
文
民

た
る
住
民
の
一
部
を
移
送
し
た
者
、

三
．
第
六
項
第
一
号
に
い
う
保
護
さ
れ
る
人
を
、
暴
行
を
用
い
て
、

又
は
重
大
な
害
悪
を
加
え
る
旨
の
脅
迫
に
よ
っ
て
、
敵
国
の

軍
隊
に
お
け
る
服
務
を
強
要
し
た
者
、
又
は

四
．
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
構
成
員
を
、
暴
行
を
用
い
て
、
又

は
重
大
な
害
悪
を
加
え
る
旨
の
脅
迫
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
国

に
対
す
る
軍
事
行
動
へ
の
参
加
を
強
要
し
た
者

は
、
二
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

（
四
（　

行
為
者
が
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
行
為
に

よ
っ
て
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
同
項
第
二
号
の
事
案
で

は
、
終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
し
、
同
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
事
案
で
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
し
、

同
項
第
六
号
の
事
案
で
は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。
同
項

第
八
号
の
行
為
に
よ
っ
て
死
亡
さ
せ
、
又
は
重
い
健
康
障
害
を
引
き

起
こ
し
た
場
合
に
は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

（
五
（　

第
一
項
第
二
号
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で

は
、
二
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
し
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び

に
第
二
項
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
一
年
以

上
の
自
由
刑
を
科
し
、
第
一
項
第
六
号
及
び
第
三
項
第
一
号
の
う
ち
、

犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
六
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由

刑
を
科
す
る
。

（
六
（　

国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
と
は
、

一
．
国
際
的
な
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
並

び
に
同
第
一
追
加
議
定
書
（
本
法
附
則
（
に
い
う
保
護
さ
れ

る
人
、
と
り
わ
け
、
傷
者
、
病
者
、
難
船
者
、
捕
虜
及
び
文

民
、

二
．
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
傷
者
、
病
者
、
難
船

者
及
び
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
敵
対

す
る
紛
争
当
事
者
の
権
力
内
に
あ
る
者
、

三
．
国
際
的
な
及
び
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
武
器

を
放
棄
し
、
又
は
そ
の
他
の
態
様
で
防
衛
の
手
段
を
も
は
や

持
た
な
い
軍
隊
の
構
成
員
及
び
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
戦

闘
者

を
い
う
。
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第
九
条　

所
有
権
及
び
そ
の
他
の
権
利
に
対
す
る
戦
争
犯
罪

（
一
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

略
奪
を
行
い
、
又
は
武
力
紛
争
の
必
要
性
か
ら
要
求
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
物
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
属
す
る
紛
争

当
事
者
の
支
配
に
服
す
る
も
の
を
、
国
際
法
に
違
反
し
て
、
著
し
く

大
規
模
に
破
壊
し
、
徴
発
し
、
又
は
押
収
し
た
者
は
、
一
年
以
上
一

〇
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

（
二
（　

国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
敵
対
す
る
紛
争

当
事
者
の
構
成
員
の
全
部
又
は
本
質
的
な
一
部
の
権
利
及
び
訴
権
が

消
滅
し
、
停
止
さ
れ
、
又
は
裁
判
所
に
お
い
て
受
理
さ
れ
な
い
こ
と

を
国
際
法
に
違
反
し
て
命
令
し
た
者
は
、
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
の

自
由
刑
に
処
す
る
。

第
一
〇
条　

人
道
的
活
動
及
び
徽
章
に
対
す
る
戦
争
犯
罪

（
一
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

一
．
国
際
連
合
憲
章
の
下
で
の
人
道
的
援
助
又
は
平
和
維
持
活
動

に
係
る
要
員
、
施
設
、
物
品
、
組
織
又
は
車
両
で
あ
っ
て
、

国
際
人
道
法
の
下
で
文
民
又
は
民
用
物
に
与
え
ら
れ
る
保
護

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
を
攻
撃
し
た
者
、
又
は

二
．
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
定
め
る
特
殊
標
章
を
国
際
人
道
法
に

従
っ
て
装
着
し
て
い
る
要
員
、
建
物
、
物
品
、
医
療
組
織
又

は
医
療
用
輸
送
手
段
を
攻
撃
し
た
者

は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事

案
、
特
に
、
攻
撃
が
軍
事
的
な
手
段
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

（
二
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
定
め
る
特
殊
標
章
、
休
戦
旗
又
は
敵
の
若
し

く
は
国
際
連
合
の
旗
、
軍
隊
の
記
章
若
し
く
は
制
服
を
不
適
正
に
使

用
し
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
、
又
は
重
い
傷
害
（
刑
法
典
第
二
二

六
条
（
を
加
え
た
者
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

第
一
一
条　

禁
止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
の
使
用
に
よ
る
戦
争
犯
罪

（
一
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

一
．
文
民
た
る
住
民
そ
れ
自
体
又
は
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て

い
な
い
個
々
の
文
民
に
向
け
て
、
軍
事
的
な
手
段
を
用
い
て

攻
撃
し
た
者
、

二
．
民
用
物
、
と
り
わ
け
、
宗
教
、
教
育
、
芸
術
、
科
学
若
し
く

は
慈
善
の
た
め
に
供
さ
れ
る
建
物
、
歴
史
的
建
造
物
、
病
院

及
び
傷
病
者
の
収
容
所
、
防
衛
さ
れ
て
い
な
い
都
市
、
町
村
、

住
居
若
し
く
は
建
物
又
は
非
武
装
地
帯
並
び
に
危
険
な
力
を

内
蔵
す
る
工
作
物
及
び
施
設
が
国
際
人
道
法
に
よ
っ
て
そ
れ
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自
体
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
に
向
け
て
、
軍

事
的
な
手
段
を
用
い
て
攻
撃
し
た
者
、

三
．
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
全
体
と
の

比
較
に
お
い
て
、
攻
撃
が
文
民
の
死
若
し
く
は
傷
害
又
は
民

用
物
の
損
傷
を
過
度
に
引
き
起
こ
す
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と

予
期
し
な
が
ら
、
軍
事
的
な
手
段
を
用
い
て
攻
撃
を
行
っ
た

者
、

四
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
を
、
敵
が
特

定
の
目
標
に
対
し
て
軍
事
行
動
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め

に
、
盾
と
し
て
利
用
し
た
者
、

五
．
戦
闘
の
方
法
と
し
て
、
文
民
か
ら
生
存
に
必
要
不
可
欠
な
物

品
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
国
際
人
道
法
に
違
反
し

て
救
済
品
の
分
配
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
文
民
の
飢
餓
の

状
態
を
利
用
し
た
者
、

六
．
指
揮
官
と
し
て
、
助
命
し
な
い
こ
と
を
命
令
し
、
又
は
そ
の

旨
脅
迫
し
た
者
、
又
は

七
．
敵
対
す
る
軍
隊
の
構
成
員
又
は
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
戦

闘
者
を
背
信
的
に
殺
害
し
、
又
は
負
傷
さ
せ
た
者

は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
第
二
号
の
う
ち
、
犯
情
が
あ

ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

（
二
（　

行
為
者
が
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
行
為
に

よ
っ
て
、
文
民
又
は
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人

を
死
亡
さ
せ
、
又
は
重
い
傷
害
（
刑
法
典
第
二
二
六
条
（
を
加
え
た

場
合
に
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
行
為
者
が
故
意
に
死

を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、
終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自
由

刑
を
科
す
る
。

（
三
（　

国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
予
期
さ
れ
る
具

体
的
か
つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
全
体
と
の
比
較
に
お
い
て
、
自
然

環
境
に
対
す
る
広
範
、
長
期
的
か
つ
重
い
害
を
過
度
に
引
き
起
こ
す

こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
予
期
し
な
が
ら
、
軍
事
的
な
手
段
を
用
い
て

攻
撃
を
行
っ
た
者
は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

第
一
二
条　

禁
止
さ
れ
た
戦
闘
手
段
の
使
用
に
よ
る
戦
争
犯
罪

（
一
（　

国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、

一
．
毒
物
又
は
毒
を
施
し
た
兵
器
を
使
用
し
た
者
、

二
．
生
物
兵
器
又
は
化
学
兵
器
を
使
用
し
た
者
、
又
は

三
．
人
体
内
に
お
い
て
容
易
に
展
開
し
、
又
は
扁
平
と
な
る
弾
丸
、

特
に
外
包
が
硬
い
弾
丸
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
包
が
弾
芯
を
全

面
的
に
は
被
覆
し
て
お
ら
ず
、
又
は
そ
の
外
包
に
切
込
み
が

施
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
た
者

は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

（
二
（　

行
為
者
が
、
第
一
項
の
行
為
に
よ
っ
て
、
文
民
又
は
国
際
人
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道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
を
死
亡
さ
せ
、
又
は
重
い
傷

害
（
刑
法
典
第
二
二
六
条
（
を
加
え
た
場
合
に
は
、
五
年
以
上
の
自

由
刑
に
処
す
る
。
行
為
者
が
故
意
に
死
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、

終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

第
三
節　

侵
略
犯
罪

第
一
三
条　

侵
略
犯
罪

（
一
（　

侵
略
戦
争
を
実
行
し
、
又
は
そ
の
性
質
、
重
大
性
及
び
規
模

に
よ
り
国
際
連
合
憲
章
の
明
白
な
違
反
を
構
成
す
る
そ
の
他
の
侵
略

行
為
を
行
っ
た
者
は
、
終
身
自
由
刑
に
処
す
る
。

（
二
（　

侵
略
戦
争
又
は
第
一
項
に
い
う
そ
の
他
の
侵
略
行
為
を
計
画

し
、
準
備
し
、
又
は
開
始
し
た
者
は
、
終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以

上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
第
一
文
の
行
為
は
、

一
．
侵
略
戦
争
が
実
行
さ
れ
、
又
は
そ
の
他
の
侵
略
行
為
が
行
わ

れ
た
場
合
、
又
は

二
．
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
、
侵
略
戦
争
若
し
く
は
そ
の
他
の
侵

略
行
為
の
危
険
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
対
し
て
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
場
合

に
の
み
可
罰
的
で
あ
る
。

（
三
（　

侵
略
行
為
と
は
、
国
に
よ
る
〔
他
の
〕
国
の
主
権
、
領
土
保

全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
、
又
は
国
際
連
合
憲
章
と
両
立

し
な
い
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
武
力
の
行
使
を
い
う
。

（
四
（　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
の
政
治
的
又

は
軍
事
的
行
動
を
支
配
し
、
又
は
指
揮
す
る
実
質
的
な
地
位
に
あ
る

者
の
み
が
関
与
者
た
り
得
る
。

（
五
（　

第
二
項
の
う
ち
、
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
で
は
、
五

年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

第
四
節　

そ
の
他
の
犯
罪
行
為

第
一
四
条　

監
督
義
務
の
違
反

（
一
（　

故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
自
己
の
指
揮
又
は
実
質
的
な
管
理

の
下
に
あ
る
部
下
を
適
切
に
監
督
し
な
か
っ
た
軍
の
指
揮
官
は
、
そ

の
部
下
が
こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
を
行
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
、
そ

の
行
為
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
指
揮
官
に
と
っ
て
認
識
可

能
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
防
止
し
得
た
と
き
に
は
、
監
督
義
務
の

違
反
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
。

（
二
（　

故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
自
己
の
権
限
又
は
実
質
的
な
管
理

の
下
に
あ
る
部
下
を
適
切
に
監
督
し
な
か
っ
た
文
民
の
上
官
は
、
そ

の
部
下
が
こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
を
行
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
、
そ

の
行
為
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
上
官
に
と
っ
て
容
易
に
認
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識
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
防
止
し
得
た
と
き
に
は
、
監
督
義

務
の
違
反
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
。

（
三
（　

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
す
る
。

（
四
（　

故
意
に
よ
る
監
督
義
務
違
反
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処

し
、
過
失
に
よ
る
監
督
義
務
違
反
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す

る
。

第
一
五
条　

犯
罪
の
通
報
の
懈
怠

（
一
（　

部
下
が
行
っ
た
こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
を
、
そ
の
よ
う
な

行
為
の
捜
査
又
は
訴
追
を
所
管
す
る
当
局
に
対
し
て
遅
滞
な
く
通
知

し
な
か
っ
た
軍
の
指
揮
官
又
は
文
民
の
上
官
は
、
五
年
以
下
の
自
由

刑
に
処
す
る
。

（
二
（　

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
す
る
。

附
則
（
第
八
条
第
六
項
第
一
号
）

こ
の
法
律
に
い
う
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
は
、

・
戦
地
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る

千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約

（BGBl. （9（（ II S. 7（（, 7（3

（

・
海
上
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
状
態
の
改
善

に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
二
条

約
（BGBl. （9（（ II S. 7（（, （（3

（

・
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
（BGBl. （9（（ II S. 7（（, （3（

（、
及
び

・
戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月

十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
（BGBl. （9（（ II S. 7（（, 

9（7

（

を
指
す
。

こ
の
法
律
に
い
う
第
一
追
加
議
定
書
と
は
、

千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
国
際
的

な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
千
九
百
七
十
七
年
六
月

八
日
の
追
加
議
定
書
（
議
定
書
Ⅰ
（（BGBl. （990 II S. （（（0, 

（（（（

（

を
指
す
。

刑
法
典
（
抄
訳
（

各
則
第
一
章
第
一
節　

平
和
に
対
す
る
反
逆
、
内
乱
及
び
民
主
主
義

的
法
治
国
家
の
危
殆
化

第
八
〇
条　

削
除
〔
侵
略
戦
争
の
予
備
〕

第
八
〇
条
ａ　

侵
略
犯
罪
の
挑
発

こ
の
法
律
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
お
い
て
、
公
然
と
、
集
会
で
、
又
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は
文
書
（
第
一
一
条
第
三
項
（
（（
（

（
の
頒
布
に
よ
り
、
侵
略
犯
罪
（
国
際

刑
法
典
第
一
三
条
（
を
挑
発
し
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自

由
刑
に
処
す
る
。

刑
事
訴
訟
法
（
抄
訳
（

第
一
五
三
条
ｆ　

国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
犯
罪
行
為
の
場
合
の
不
訴

追（
一
（　

検
察
官
は
、
第
一
五
三
条
ｃ
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
（（
（

の

事
案
に
お
い
て
、
国
際
刑
法
典
第
六
条
か
ら
第
一
五
条
に
基
づ
い
て

可
罰
的
で
あ
る
行
為
に
関
し
て
、
被
疑
者
が
国
内
に
所
在
し
て
お
ら

ず
、
か
つ
そ
の
所
在
も
見
込
ま
れ
な
い
場
合
に
は
、
訴
追
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
五
三
条
ｃ
第
一
項
第
一
号
の
事

案
に
お
い
て
、
被
疑
者
が
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行

為
が
、
国
際
的
な
裁
判
所
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
、
又
は
自
国
の
領
域

に
お
い
て
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
、
若
し
く
は
自
国
民
が
そ
の
行
為
に

よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
国
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
と
き
に
限
り
、
訴

追
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
（　

検
察
官
は
、
第
一
五
三
条
ｃ
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の

事
案
に
お
い
て
、
国
際
刑
法
典
第
六
条
か
ら
第
一
二
条
、
第
一
四
条

お
よ
び
第
一
五
条
に
基
づ
い
て
可
罰
的
で
あ
る
行
為
に
関
し
て
、
特

に
、一

．
嫌
疑
が
ド
イ
ツ
国
民
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

二
．
そ
の
行
為
が
ド
イ
ツ
国
民
に
対
し
て
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

三
．
そ
の
行
為
に
係
る
被
疑
者
が
国
内
に
滞
在
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
そ
の
滞
在
も
見
込
ま
れ
ず
、
か
つ

四
．
そ
の
行
為
が
、
国
際
的
な
裁
判
所
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
、
又

は
自
国
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
、
自
国
民
が

そ
の
行
為
に
係
る
被
疑
者
で
あ
り
、
若
し
く
は
自
国
民
が
そ

の
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
国
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る

場
合

に
は
、
訴
追
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

国
外
で
行
っ
た
行
為
を
理
由
と
し
て
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
外
国

人
が
ド
イ
ツ
国
内
に
滞
在
し
て
い
る
が
、
第
一
文
第
二
号
及
び
第
四

号
の
要
件
が
充
足
さ
れ
、
か
つ
、
国
際
的
な
裁
判
所
へ
の
移
送
又
は

訴
追
を
行
う
国
へ
の
引
渡
し
が
許
容
さ
れ
、
か
つ
、
企
図
さ
れ
て
い

る
場
合
に
つ
い
て
も
、
第
一
文
と
同
様
と
す
る
。

（
三
（　

第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
案
で
あ
っ
て
、
公
訴
が
す
で
に
提

起
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い

て
も
公
訴
を
取
り
消
し
、
手
続
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
１
（　V

ölkerstrafgesetzbuch vom
 （（. Juni （00（ (BGBl. I S. 

（（（（), das durch A
rtikel （ des G

esetzes vom
 （（. 

D
ezem

ber （0（（ (BGBl. I S. 3（（0) geändert w
orden ist.

な

お
、
同
法
典
に
関
す
る
信
頼
に
足
る
全
訳
は
（
誤
訳
の
多
い
「
試

訳
」
の
よ
う
な
類
を
除
い
て
（
こ
れ
ま
で
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。

（
２
（　Gesetz zur Einführung des V

ölkerstrafgesetzbuches 
vom

 （（. Juni （00（ (BGBl. I S. （（（（).

（
３
（　Gesetz zur Ä

nderung des V
ölkerstrafgesetzbuches 

vom
 （（. D

ezem
ber （0（（ (BGBl. I S. 3（（0).

（
４
（　Strafgesetzbuch in der F

assung der B
ekannt-

m
achung vom

 （3. N
ovem

ber （99（ (BGBl. I S. 33（（), das 
zuletzt durch A

rtikel （ A
bsatz （ des Gesetzes vom

 （（. 
D

ezem
ber （0（（ (BGBl. I S. 3（（0) geändert w

orden ist.

（
５
（　Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekannt-

m
achung vom

 7. A
pril （9（7 (BGBl. I S. （07（, （3（9), die 

zuletzt durch A
rtikel 3 A

bsatz （ des Gesetzes vom
 （3. 

D
ezem

ber （0（（ (BGBl. I S. 33（（) geändert w
orden ist.

（
６
（　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
（
英
文
（
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
公
式
Ｈ
Ｐ
で
参
照
可
能
。

https://w
w

w
.icc-cpi.int/resource-library/D

ocum
ents/RS-

Eng.pdf

（
二
〇
一
七
年
一
月
一
三
日
最
終
閲
覧
（.

（
７
（　

該
当
官
報
は
、以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
参
照
可
能（
い
ず
れ
も
二
〇
一

七
年
一
月
一
三
日
最
終
閲
覧
（。https://w

w
w

.bgbl.de/xaver/bgbl/
start.xav#_bgbl_%

（F%
（F*%

（B%
（0attr_id%

3D
%

（7bgbl（0 

0s（393b.pdf%
（7%

（D
_（（（3（（3（（3（33

（BGBl. II （000 S. （393, 
（39（. ICC

規
程
承
認
時
（; https://w

w
w

.bgbl.de/xaver/bgbl/
start.xav#_bgbl_%

（F%
（F*%

（B%
（0attr_id%

3D
%

（7bgbl（00s 
（393b.pdf%

（7%
（D

_（（（3（（3（（3（33

（BGBl. II （0（3 S. （39, 
（（0, （（3.

侵
略
犯
罪
な
ど
に
関
す
る
規
程
改
正
承
認
時
（.

（
８
（　

日
本
外
務
省
に
よ
る
公
定
訳
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
参
照
可
能
。

http://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/treaty/pdfs/

treaty（（（_（.pdf

（
二
〇
一
七
年
一
月
一
三
日
最
終
閲
覧
（.

（
９
（　
【
訳
者
注
】
不
真
正
不
作
為
犯
の
刑
の
裁
量
的
減
軽
に
関
す
る

規
定
。

（
（0
（　
【
訳
者
注
】
犯
情
の
重
い
傷
害
罪
に
関
す
る
規
定
。

（
（（
（　
【
訳
者
注
】「
文
書
」
に
関
す
る
定
義
規
定
。

（
（（
（　
【
訳
者
注
】
犯
罪
行
為
（
な
い
し
そ
の
共
犯
行
為
（
が
刑
事
訴

訟
法
の
場
所
的
適
用
範
囲
外
で
行
わ
れ
た
場
合
、
お
よ
び
、
外
国
人

が
ド
イ
ツ
国
内
に
て
外
国
の
船
舶
ま
た
は
航
空
機
に
お
い
て
犯
罪
行

為
を
行
っ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
。


